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米国でアドバイザー･フィーが値下げへ!  
米国で ETF やミューチュアルファンドのコミッションやフィーをゼロにまで下げる値下げ戦争(war)が勃発しているが

(2018 年 9 月 3 日付日本版 ISA の道その 235～URL は後述[参考ホームページ]①参照)、今、ファイナンシャル･

アドバイザーのアドバイザリー･フィーも低下し始めている。 

 

2018 年 10 月 23 日に PwC は「世界のアセット&ウェルス･マネジメント/AWM 業界のフィーは投資家と規制当局か

らの圧力を受け 2025 年まで低下し続ける。 パッシブ運用の拡大とフィー低下が牽引しミューチュアルファンドのフ

ィー(資産加重平均)は 2017 年の 0.44%から 0.36%まで下がる。」と言うレポートを出しており(URL は後述[参考ホー

ムページ]②参照)、2018 年 10 月 7 日付 WSJ は「米国でファイナンシャル･アドバイザーの市場価格が下がってい

る」と言う見出しの記事を出していた(URL は後述[参考ホームページ]②参照)。 2018 年 10 月 7 日付 WSJ のごく

一部だが、引用、和訳したのが下記である(下線は投信調査コラム筆者)。 

 

「米国でミューチュアルファンドのフィーが低下し続けており、株や ETF の売買は無料となり、ヘッジ

ファンドさえ手数料引き下げが始まっている。 その中、とうとう、ファイナンシャル･アドバイザー

/financial advisers のアドバイザリー･フィー/Advisory fees も例外でなくなってきた。 
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(出所: 2018年10月7日付WSJより三菱UFJ国際投信株式会社商品マーケティング企画部が作成)

米国の預り残高別アドバイザリー･フィー/マネジメント･フィー
(信託報酬等インベストメント･フィーを除く)

0.75%
未満

0.75～
0.99%

1.00～
1.24%

1.25～
1.49%

1.75～
1.99%

1.00～
1.24%

2.00～
2.49%

1.50～
1.74%

0.75～
0.99%

1.00～
1.24%

0.75～
0.99%

2018年10月29日

情報提供資料

※三菱UFJ国際投信がお届けする、日本版ISAに関する情報を発信するコラムです。 

商品マーケティング企画部 松尾 健治 

窪田 真美 

【投信調査コラム】

日本版ＩＳＡの道 その243

米国でアドバイザー･フィーが値下げへ! 残高手数料か

リテイナー･フィーか? 顧客の話を聞きリレーション向上!!

～ニューパラダイム・マネジャーの道～ 
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預り資産 150 万㌦/約 1.7 億円以下の顧客のアドバイス･フィー/マネジメント･フィー(信託報酬等インベストメント･

フィーを除く)は現在年 1.0～1.5%が多いが、年 1%割れが増えている。 

 

JMP 証券のライアン/Ryan 氏は『伝統的に投資アドバイス･ビジネスは人間関係で構築されてきたが、財産が子

供達に相続され(推計で約 30 兆㌦/約 3400 兆円)、変化が出てきている。 相続財産を持つ子供達が人間のア

ドバイスより(廉価な)デジタル･アドバイスを快適に思う事がよくある。 これが人間のアドバイザーの市場価格引き

下げを促す。』と言う。 

 

アイテ･グループ/Aite Group の Valentine 女史は『ミレニアル世代/Millennials(1981～1996 年生まれの 22～

37 歳)は 、‘あなた(アドバイザー)は私(子供達)に何をしてくれているのか’と度々聞いてくる。』と言う。 

 

モルガン･スタンレー/Morgan Stanley は昨年終わり、ロボ･アドバイザー/robo adviser を年 0.35%のフィーで始

めたが、同社は既存顧客の子供達を惹きつける事を期待していると言う。 モルガン･スタンレーは人間のアドバ

イザー･フィーの上限を 2.5%から 2%に引き下げてもいる。 現在、アドバイザー達は、フィーの年 1%以上を正当化

する為に働いている。 それは、資産配分を超えるアドバイスである。 より専門的でアラカルトのサービス、具体

的には、税務、事業相談、退職準備、子供の教育計画などを顧客に対し提案しているのだ。」——— 

 

以上の WSJ に出ていた「米国の預り残高別アドバイザリー･フィー/マネジメント･フィー(信託報酬等イン

ベストメント･フィーを除く)」をテーブルにした(*下線太文字は預り残高別最大の占率%)。 

 

1000 万㌦: 0.64%(0.75%未満 65%、0.75～0.99% 21%、1.00～1.24% 13%、1.25～1.49%   1%、1.50～1.74%  0%) 

500 万㌦: 0.76%(0.75%未満 37%、0.75～0.99% 41%、1.00～1.24% 20%   1.25～1.49%  2%、1.50～1.74%  0%) 

150 万㌦: 0.95%(0.75%未満  8%、 0.75～0.99% 29%、1.00～1.24% 55%、1.25～1.49%  6%、1.50～1.74%  2%) 

  75 万㌦: 1.08%(0.75%未満  5%、 0.75～0.99%  0%、1.00～1.24% 63%、1.25～1.49% 23%、1.50～1.74%  9%) 

  30 万㌦: 1.22%(0.75%未満  2%、 0.75～0.99%  7%、1.00～1.24% 40%、1.25～1.49% 24%、1.50～1.74% 19%) 

  10 万㌦: 1.30%(0.75%未満  1%、 0.75～0.99%  4%、1.00～1.24% 33%、1.25～1.49% 24%、1.50～1.74% 27%) 

(出所: 2018 年 10 月 7 日付 WSJ) 

 

参考までに、日本の投資顧問料率(消費税込み、信託報酬等を除く)は下記の通りである。 日本投資顧問業協会

の公表データを使っているが、報酬体系が各社各様で、平均化が困難な為、ある大手の会社(投資一任業)の標準

報酬体系を見ている。 下記日本の 10 億円前後と上記米国の 1000 万㌦(最上段)前後をほぼ同じと見なして、比

較すると、日本が米国より安く見える。 ただ、別の会社には「10 億超 20 億円部分(加算):バランス 0.76%、内外株

0.76%等」、「0～10 億円部分:バランス 0.81%、内外株 0.81%等」、「最低報酬金額:国内債 1000 万円、

その他 1400 万円」などもあり、この場合は米国に近くなる。 

 

投資一任報酬 

10 億超 20 億円部分(下記加算) : バランス 0.29%、   内株 0.38%、     外株 0.41%、内債 0.22%、   外債 0.38% 

0～10 億円部分                     : バランス 0.45%、   内株 0.49%、     外株 0.52%、内債 0.27%、   外債 0.49% 

 

投資助言報酬 

10 億超 20 億円部分(下記加算): バランス 0.38%、    内株 0.38%、       外株 0.65%、内債 0.22%、   外債 0.65% 

 5 億超 10 億円部分(下記加算) : バランス 0.49%、    内株 0.49%、      外株 0.76%、内債 270 万円、外債 0.76% 

 0～5 億円部分                     : バランス 378 万円、内株 378 万円、 外株 0.76%、内債 270 万円、外債 0.76% 

 

 (出所: 日本投資顧問業協会「投資運用会社要覧」) 
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日本では 10 億円前後よりも小口になると最低報酬金額の存在で報酬率が高騰する場合がある。 米国では登録

投資アドバイザー/RIA の参入において資本要件等が無く一般個人や中小企業でも容易であり、小口での報酬に

も参入が増えて、競争が働く為と思われる。 日本では投資一任業の参入において最低資本金 5000 万円以上な

どがあり一般個人や中小企業には極めて困難となっているのだ(月刊「投資信託事情」<Strategic Vistas>の 2018

年 5 月号～URL は後述[参考ホームページ]③参照)。  

 

以上は日米とも富裕層中心の投資顧問報酬の話だったが、それより小口の投資家を相手にするラップ口座/SMA

についても見る(日米のラップ口座/SMA については 2018 年 9 月 18 日付日本版 ISA の道 その 23、

2018 年 10 月 1 日付日本版 ISA の道 その 239～URL は後述[参考ホームページ]④参照)。 下記が

米国のラップ口座/SMA 等のフィーである。 

 

ラップ口座/SMA              : 1.5 ～2.5%  (=信託報酬等インベストメント･フィー0.5～1.0%+マネジメント･フィー1.0～1.75%) 

ミューチュアル･ファンド･アドバイザリー: 0.75～1.5%  (=信託報酬等インベストメント･フィー0.5～1.5 %+マネジメント･フィー0.5～1.5%) 

ETF マネージド･ポートフォリオ      : 0.75～1.25%(=信託報酬等インベストメント･フィー0.1～0.25 %+マネジメント･フィー0.5～1.0%) 

UMA                     : 1.5 ～2.5%  (=信託報酬等インベストメント･フィー0.4～0.6 %+マネジメント･フィー0.75～1.5%) 

(出所: 米国マネー･マネジメント･インスティチュート/Money Management Institute/MMI) 

 

このラップ口座/SMA でも日本のものを見よう。 日本でラップ口座/SMA をしている会社のホームページ等を見る

と、1 億円前後では消費税込みで 0.7～2.0%程度となっている(*固定報酬型の投資顧問報酬に残高手数料を加え

たもので信託報酬等は除く)。 この水準を先の米国と比較すると、米国のミューチュアル･ファンド･アドバイザリーに

近い。 米国のラップ口座/SMA のマネジメント･フィーより安く見えるが、日本のラップ口座/SMA は税務(税務代理、

税務書類の作成、税務相談)が有償･無償関係無く税理士以外は出来ない一方で(国税庁「非税理士により行うこと

が禁止される税理士業務」～URL は後述[参考ホームページ]⑤参照)、米国のラップ口座/SMA は「Enrolled 

Agent」と言う公的税理士資格が無くても他人の為の税務申告が出来る。 それで税理士の無いアドバイザーも税

額を抑える「タックス･ロス･セリングもしくはタックス･ロス･ハーベスティング」が出来るのだ(*税理士資格を持つアド

バイザーは顧客からの信頼が高くなる)。 尚、ロボアドなどではこうした税務をしない場合もある。 これが米国にお

けるラップ口座/SMA の大きなメリットとなっており(後述、月刊「投資信託事情」<Strategic Vistas>の 2018 年 5 月

号～URL は後述[参考ホームページ]③参照)、米国がその分、付加価値として、日本より高いフィーが正当化され

そうではある。 日本でも、税理士法に触れない一般的な税法･基本通達解説、税制改正概要の講演、もしくは、税

理士を紹介するなど、顧客に付加価値を与える事で、米国並みの手数料を正当化する事は出来るかもしれない。 

 

残高手数料かリテイナー･フィーか?  

米国のアドバイザーのフィーの徴収方法について見ておく。 フィデューシャリー・デューティーにも深く関係するが、

次の様な意見がある(下線は投信調査コラム筆者)。 「現在 73 歳のベテラン独立ファイナンシャル･アドバイザー

/Maverick financial advisor のバート･ホワイトヘッド/Bert Whitehead 氏(Cambridge Connection Inc.創設者兼社

長)は、投資･税務･保険･不動産について統合アドバイス/integrated advice を年次リテイナー･フィー/retainer 

fee/定期･定額報酬(固定フィー/Fixed Fees)で提供する。 彼は顧客預かり産残高/AUM の一定率を徴収すると

言う残高ベース･フィー/Percentage of Client’s AUM(残高手数料)は、ファイナンシャル･アドバイザーと顧客の関

係を害すると言う。 DOL ルールも言っていた通り、違う資産･商品に違う報酬率を課す事は、アドバイザーを高い

率の資産･商品に誘うからだ。 顧客はその事を知っており、だから顧客は全ての資産についてアドバイザーには言

わない。 アドバイザーも全ての資産ではない事を知っている。 しかし資産配分をしようとするのだから馬鹿げた事

だ/preposterous!。」(2018 年 9 月 24 日付 ThinkAdvisor～URL は後述[参考ホームページ]⑥参照)———。 
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リテイナー･フィーこそがフィデューシャリー・デューティーと言うものだ。 ホワイトヘッド氏以外でもその様な意見はあ

る(下線は投信調査コラム筆者)。 「フィー･オンリー･アドバイザーで最も人気のある徴収方法でもある年 1～2%前

後の残高ベース･フィー(残高手数料)は、残高が減少するだろう住宅ローン返済や寄付を躊躇する事になる。 残

高ベース･フィーは飽くまでも資産管理に基づくものである。 また、残高ベース･フィーでは、企業が預かる 401k 等

からアドバイザーが預かる個人型確定拠出年金/Individual Retirement Accounts/IRA への移換/ロールオーバ

ーでかなりメリットがある。 しかし、リテイナー･フィーではそのインセンティブも働かず、移換/ロールオーバーせず

401k 等のままでいる方が顧客の最善の利益になる場合、移換/ロールオーバーは発生しにくい。 さらに残高ベー

ス･フィーでは、債券や現金よりも株式の方がフィーの高い場合に株式に向かいがちになるが、リテイナー･フィーで

はそのインセンティブも働かない。 ただ、残高ベース･フィーの方が顧客の理解が容易で、顧客もアドバイザーも、

目標は顧客の資産残高増と言える。 一方、リテイナー･フィーは小口の顧客の場合に、割高になる。」(2016 年 9

月 7 日付 InvestmentNews～URL は後述[参考ホームページ]⑦参照)。 

 

以上にもある通り、「リテイナー･フィーは小口の顧客の場合に、割高になる。」と言う問題がある。 ホワイトヘッド氏

は自ら言っていないが、ホワイトヘッド氏の新規顧客は 100 万㌦からで、顧客の預り残高平均(中央値)400 万㌦と

なっている(Robb Report)。 リテイナー･フィーは小口の顧客の場合に、割高になるので小口を相手にしなくなる。 

共和党や SEC が民主党の DOL フィデューシャリー・ルールを小口切り捨てのリスク大と言っている事である。 また、

「リテイナー･フィーが債券や現金にも株式などと同じ率を課す事」は現在そうしていないファイナンシャル･アドバイ

ザーが多く、異論も多い。 ホワイトヘッド氏の所属するパーソナル･ファイナンシャル･アドバイザー協会/National 

Association of Personal Financial Advisors/NAPFA もそうで、報酬委員会にいたホワイトヘッド氏は 2015 年 2

月に辞任している(*NAPFA は 1983 年設立のフィー･オンリー･ファイナンシャル･アドバイザーの為の協会、1973 年

設立でコミッション･アドバイザーもいるファイナンシャル･プランニング協会/Financial Planning Association/FPA

とは違う)。 

 

   
(出所: IAA/米投資顧問業協会「Evolution Revolution 2018」より
三菱UFJ国際投信株式会社商品マーケティング企画部が作成)

顧客の預かり残高/AUMベース･フィー

定期･定額フィー

パフォーマンス･ベース･フィー

時間当たり課金フィー

その他

コミッション

購読料

米国の投資アドバイザー報酬
Investment Adviser Compensation

(←2017年95.2%)

(←2017年42.3%)

(←2017年38.2%)

(←2017年14.5%)

(←2017年28.5%)

(←2017年4.2%)

(←2017年0.9%)

顧客の預かり残高/AUMベース･フィー

/Percentage of Client's AUMは95.3%(←2017年

95.2%)と+0.1%ポイント増。

定期･定額フィー/Fixed Fees

(リテイナー･フィー/retainer 

fee)が43.3%(←2017年42.3%)と

+1.0%ポイント増。

コミッション/Commissionsが

3.6%(←2017年4.2%)と-0.6%ポイント減。
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ただ、「リテイナー･フィーが債券や現金にも株式などと同じ率を課す事」について、2012 年 12 月 31 日から

RDR/Retail Distribution Review/個人向け金融商品販売制度改革でフィデューシャリー・デューティーを最も強化

している英国には登場している。 それは、2014 年から 2017 年まで 4 年連続リテール販売額/Gross Sales1 位と

なっている英セント･ジェームズ･プレイス/St. James’s Place/SJP で、この対面の販売会社は購入時手数料

/Entry costs を、MMF でも何でも一律 6.00%としているのだ(2018 年 7 月 23 日付日本版 ISA の道 その 231～

URL は後述[参考ホームページ]⑧参照)。 

 

リテイナー･フィーが完全にフィデューシャリー・デューティーと言えるかどうか疑問も残る。 残高ベース･フィー(残高

手数料)にしろ、リテイナー･フィーにしろ、ブローカーが顧客のアカウントで過剰な取引をしてコミッションを増やす

「(レベニュー･)チャ－ニング/(Reverse )Churning」(*Churning…かき回す事)を減少させてフィデューシャリー・デュ

ーティーに沿っていると言う。 しかし、「コミッション･ベース･アカウントからフィー･ベース･アカウントへのシフトは、取

引が(ほとんど)無いのにアドバイザリー･フィーがかかるリバース･チャ－ニング/Reverse Churning を増やす危険性

があるかもしれない。 エドワーズ･ジョーンズ/Edward Jones は顧客の口座をフィー･ベース･アカウントにシフトした

のだが、同社は『ほとんど取引していない』と言う事で顧客から集団代表訴訟/class action suit をされた。」(2018

年 4 月 4 日付 InvestmentNews～URL は後述[参考ホームページ]⑨参照)とも言われているのだ。 

 

顧客の話を聞きリレーション向上!!～ニューパラダイム・マネジャーの道～ 

ところで冒頭の 2018 年 10 月 7 日付 WSJ で「米国でミューチュアルファンドのフィーが低下し続けており、株や

ETF の売買は無料となり、ヘッジファンドさえ手数料引き下げが始まっている。 その中、とうとう、ファイナンシャル･

アドバイザーのアドバイザリー･フィーも例外でなくなってきた。」と言われる中、アドバイザーはどうすればよいか? 

 

低コストを牽引する米投信最大手バンガードのバックリーCEO は「資産運用ビジネスの 5 年後、10 年後の状況をど

う予想するか?」と言う質問に対し、「過去 10 年間における金融商品革命は、ETF とターゲットデートファンド/TDF

だったが、今後 5～10 年は、アドバイスになるだろう。 アドバイスの質がさらに高まり、今よりもはるかに使い勝手が

良くなり、コストが低下する。」と言う(2018 年 10 月 9 日付 Barron's～URL は後述[参考ホームページ]⑩参照)。 

 

世界最大級の投信評価機関である米国モーニングスター(日本ではイボットソン･アソシエイツ･ジャパン)のドン･フィ

リップス/Don Phillips 氏は 2018 年 6 月 4 日に「”非”投資アドバイザーの登場/The Rise of Non Investment 

Advisors」と言う見出しで下記の通り言っている(イボットソン･アソシエイツ･ジャパンの月刊「投資信託事情」2018

年 8 月号にも掲載～URL は後述[参考ホームページ]⑪参照)。 下記はその一部である。 

「投資アドバイザーたちは資産運用ビジネスからだんだんと追い出されつつある。 投資信託の運用

会社、個人投資家そしてアドバイザー自身でさえもパッケージ化された投資商品を熱烈に支持する

ようになって、数十年前から始まったこの流れはいまや当然の帰結を迎えている。  アドバイザーも一般の人々

も、アドバイザーの役割は投資助言からリレーションシップ･マネジメントに変化した、と認識している。 

 

たしかに今でもファイナンシャル・プランニングでは多くの業務があり、アドバイザーたちは顧客の多様なニーズに

応えてさまざまな専門能力を提供している。 とはいえ、投資プロセスにおけるアドバイザーの役割が少なくなりつ

つあるという時代の流れは変わりそうもない。 何十年も前の時代、アドバイザーたちは銘柄を選ぶのが役割だと

自認していた。 彼らは自らのリサーチあるいは所属する証券会社のリサーチを用いて、顧客のために優良企業

の株式でポートフォリオを構築し、その一部分には人気銘柄も混ぜておいた。…(略)…。」——— 
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この後の文がかなり長いので、まとめると、アドバイザーの仕事は、かつて「A.銘柄選別」だったが、「B.投信(マネジ

ャー)選別(売買委託手数料低下と分散志向で)」となり、「C.資産配分などポートフォリオ構築(投信コスト低下で)」と

なって、そして「D.複雑なプランニングやコーチングなどリレーションシップ･マネジメント(ロボアド等拡大可能性で)」

となりつつあると言う事である。 少し前だが、「著書『開拓するアドバイス/Exploring Advice』を書いた PIEtech 社

のケビン･ナル/Kevin Knull 氏は『フィー25bp などと言うロボ･アドバイスによりコモディティ化が進むが、ロボ･アドバ

イザーはファイナンシャル･プランの作成及び維持、顧客が今どうなっているかの確認、違って見える時やチャンス

について質問などはしていない。』と言う。」(2016 年 11 月 29 日付 ThinkAdvisor～URL は後述[参考ホームペー

ジ]⑪参照)と言う意見もあった。 冒頭の 2018 年 10 月 7 付 WSJ でも「現在、アドバイザー達は、フィーの年 1%以

上を正当化する為に働いている。 それは、資産配分を超えるアドバイスである。 より専門的でアラカルトのサービ

ス、具体的には、税務、事業相談、退職準備、子供の教育計画などを顧客に対し提案しているのだ。」と言っている。 

 

そして、2018 年 10 月 8 日付 ThinkAdvisor「Jonathan Clements: After Cuts in Fund Fees, Advisors Fees Are 

Next」は次の様に言っている(下線は投信調査コラム筆者)。 「WSJ の個人金融のコラムを 20 年、寄稿してきて、

現在は独立系 RIA をリードしている米クリエイティブ･プランニング/Creative Planning 社ディクレクターのジョナサ

ン･クレメント氏は言う。 『アドバイザリー･フィーは低下しよう。 アドバイザーは付加価値を付ける事が顧客を失わ

ず値下げされない確実な道となる。 アドバイザーの仕事は、①投資ポートフォリオの助言、②その他金融(住宅、

教育、退職)の助言、③顧客の行動を変化させる事に分かれるが、①のみではいずれロボアドや他の低コスト代替

品に顧客を奪われよう。 ポートフォリオで市場平均を上回ろうとする事は約束しない事だ。 ミューチュアルファンド

や個別株の調査に膨大な時間を費やすのは結局『敗者のゲーム/loser’s game』となるだけである。 ②と③が重

要で、アドバイザーは、資産継承設計/エステート･プラン/estate plans、節税/minimizing taxes、正しい保険購入

/buying the right insurance、正しい時期の年金等社会保障の申請/claiming Social Security at the right time

などについて助言、顧客の行動を変化させる事が大事だ。 その為に、顧客との関係を良くする必要がある。 そ

の為には顧客が心配な事、顧客が知りたい事を教える事である。 さらに、その為にはまず顧客から聞く事である。 

人間は誰もが話す事が好きである(聞く事は難しい)。 そこで顧客と会う時間の 80%を顧客から話を聞く時間とし、

20%を顧客に話す時間にしたい。』。」(URL は後述[参考ホームページ]⑫参照)と言う。 

 

上記記事に「敗者のゲーム/loser’s game」とある。 これは米グリニッチ・アソシエイツ社/Greenwich Associates

社創設者であるチャールズ・エリス/Charles D.Ellis 氏が 1985 年に初版を出した「Investment Policy – How to 

win the losers game(*重版は「Winning the Loser's Game」)」の見出しである。 本の趣旨は「アクティブ運用は

ほとんどインデックスに負けるので、低コストのインデックス運用が良い。」。 

 

このチャールズ・エリス氏は「米国投資アドバイザーの最長老/dean of American investment advisors(2018 年

10 月 22 日に 81 歳)」であり(2018 年 7 月 18 日付 CNBC～URL は後述[参考ホームページ]⑬参照)、「敗者のゲ

ーム」の後の 1992 年に「ニューパラダイム・マネジャー/New paradigm managers」を提唱した人である。 ニュー

パラダイム・マネジャーとは、米国投資管理調査協会/Association for Investment Management and 

Research/AIMR(現在の米国 CFA 協会/CFA Institute/Chartered Financial Analyst Institute)が発行した

「Financial Analysts Journal)1992 年 3・4 月号」p.25-31「ニューパラダイム: 資産運用の進化/A New Paradigm: 

The Evolution of Investment Management」でエリス氏が紹介していたものである(URL は後述[参考ホームペー

ジ]⑭参照)。 日本証券アナリスト協会が証券アナリストジャーナル 1999 年 5 月号海外論文「ニューパラダイム・マ

ネジャー再考 — 資産運用業界の真実を探る」でも紹介している。 
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原文は非常に長いので、非常に短くまとめた所、次の様な感じである(下線は投信調査コラム筆者)。 

 

「多くのアクティブ運用がアンダーパフォームする中、運用機関は"ニューパラダイム・マネジャー

/New paradigm managers"を考えるべきだ。 多くの投資商品/multiproduct、多くのマーケット

/several different markets に対応出来るスキルを持ち、顧客に対してアドバイスの出来る投資カウンセラー

/investment counselors である。 資産配分/asset mix にも対応出来るスキルを持ち、顧客の長期目標

/long-term objectives を達成する為の投資方針を顧客とコミュニケーションしながら、長期顧客リレーションシ

ップを構築して決定していく。 顧客との、より強固な関係がビジネスを成功させる。 この様な運用機関はより多

く資産を運用する事で顧客から多くのフィーを得る事/earning more fees from each client となろう。」——— 

 

1997 年にニューパラダイム･マネジャーを採用するメリット一覧も出ていた。 米イーガー・マネジャーアドバイザリー・

サービス/Eager Manager Advisory Services(その後ウイリアム･エム･マーサー/William M. Mercer により買収)に

よるもので、ニューパラダイム･マネジャーのメリットの大きい順に「報酬・コスト引き下げ」(83%)、「利用運用機関の減

少による効率化」(78%)、「基金ニーズへの密着対応」(63%)、「相互メリット型リレーションシップの構築(52%)」、「アセ

ットアロケーションの柔軟性」(39%)、「最先端の市場情報・知識の吸収」(38%)、「アセットアロケーションのノウハウ吸

収」(36%)、「運用機関スタッフの有効活用」(36%)、「運用パフォーマンスの向上」(34%)、「受託者責任の共有化」

(12%)である。 

 

以上、米国でアドバイザリー･フィーさえ低下し始め、世界でもそれが起きそうな中、アドバイザーが今後すべき事を

まとめると次の通り。 より専門的でアラカルトの継続的サービス、具体的に、市場に勝とうとしない投資や資産配分、

税務、事業相談、退職準備、子供の教育、住宅、社会保障、保険、資産継承設計などについて顧客に助言する事

である。 これでフィーの年 1%以上を正当化、明示する事である。 助言と言っても、顧客の聞きたい事を教える事

が重要であり、それを知る為には顧客と会う時間の 80%を顧客から話を聞く時間とする事である。 こうして顧客と

の関係を良くするのだが、それ以前の問題としてアドバイザーには豊富な知識と能力が必要となる。 こうした事を

疎かにすれば、特に財産を相続した(今後する)「ミレニアル世代/Millennials(1981～1996 年生まれの 22～37

歳)」は値下げを要求してくるか、アドバイザーを離れロボアドに向かう事となる。 

 

まさにニューパラダイム・マネジャーの道を辿る事がこれからのアドバイザーの道と思われる。 

                                                            以   上 
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元本が保証されているわけではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

○投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

○投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

○クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。

○投資信託は、ご購入時・保有時・ご換金時に手数料等の費用をご負担いただく場合があります。

本資料に関してご留意頂きたい事項

 


